
新潟市ねたきり高齢者寝具乾燥事業実施要綱 

（目 的） 

第１条 この事業は，在宅のねたきり高齢者に対して寝具を無料で乾燥することにより，ね 

たきり高齢者の衛生的な生活保持と健康管理に寄与するとともに，介護に当たる家族の

精神的及び経済的負担の軽減を図り，もって，ねたきり高齢者の福祉の増進に資するこ

とを目的とする。 

（対 象 者） 

第２条 寝具乾燥の対象者（以下「対象者」という。）は介護保険制度における要介護認 

定において要支援者・要介護者と認定された者で，当該各号の要件を満たす者とする。 

1)市内に住所を有する在宅の６５歳以上の者。 

2)要介護認定において調査員把握自立度がＢおよびＣランクの者。 

（寝具乾燥サービス利用の認定） 

第３条 寝具乾燥のサービスを受けようとする者（以下「申請者」という。）は，高齢者 

福祉サービス申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出し，寝 

具乾燥サービス利用の認定を受けなければならない。 

（認定又は却下の通知） 

第４条 市長は，申請書を受理したときは，利用の可否を決定の上，高齢者福祉サービス 

認定（却下）通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（実施期間） 

第５条 寝具乾燥の実施期間は当該年度内に２回とし，６月から８月末日までを第１期及 

び１２月から翌年２月末日までを第２期とする。 

（サービス利用該当期間および利用有効期間） 

第６条 寝具乾燥のサービス利用該当期間については，第１期は２月から７月末日までに 

申請した者とし，第２期は８月から翌年１月末日までに申請した者とする。 

２ 寝具乾燥のサービス利用有効期間は，申請時における要介護認定有効期間までとし， 



以後，有効期間終了までに第３条における手続により更新するものとする。ただし，期 

間が年度を越える場合の更新申請の手続は，これを省略することができる。 

（事業の委託） 

第７条 この事業の運営は，別に市長と業者が締結する寝たきり高齢者寝具乾燥事業委託契 

約に基づき，事業を受託した業者（以下「受託業者」という。）が実施するものとする。 

（実施の方法） 

第８条 寝具乾燥サービスの実施は，受託業者が対象者の自宅を訪問し，寝具を回収する 

方法により行うものとする。 

２ 申請者は，受託業者に寝具を渡す際に，対象者が在宅である旨を在宅状況確認書（別 

記様式第３号）に署名することにより申告しなければならない。 

３ 受託業者は寝具乾燥を行った場合は，在宅状況確認書と別に定める事業実施報告書を 

添えて翌月１０日までに市に請求するものとする。 

（廃止） 

第９条 市長は，対象者が第２条に規定する要件を欠くことになった場合は，高齢者福祉 

サービス廃止通知書（別記様式第４号）により当該申請者に通知するものとする。 

ただし，廃止の理由が対象者の死亡又は市外への転出の場合には，申請者への通知を省 

略することができる。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施について必要な事項は，別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成１２年４月１日から施行する。 

（特例） 

２ 第３条に基づく申請は，施行期日前においても受理することができるものとする。 

附 則 



この要綱は，平成１３年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１７年３月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１７年１０月１０日から施行する。 

  附 則 

この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年１１月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 



 （新規は対象外）



 （別記様式第２号）



（別記様式第３号）




